
令和３年１１月２５日

大洲河川国道事務所

大雪災害時における「放置車両の移動訓練」を実施します

～速やかな道路交通確保を目的とした実働訓練～

大洲河川国道事務所では、大雪時に走行不能となった車両が路上に放置されるこ

とで、通行障害となる場合を想定し、速やかな道路交通の確保を目的とした「放置

車両の移動訓練」を以下のとおり実施します。

１．開催日時 令和３年１２月２日（木） １４：００～１６：００
※小雨決行（ただし、大雨・雪等の場合は中止）

２．訓練会場 愛媛県大洲市北只１６４ 大洲国道出張所構内 【参考資料－１参照】

お お ず し き たた だ

３．参加機関 大洲河川国道事務所、一般社団法人日本自動車連盟(ＪＡＦ)、

及び道路維持工事受注者 約２０人
４．訓練内容 大雪時、国道上に放置されている車両を想定した移動訓練

【参考資料－２参照】

５．そ の 他 当日取材可能
※当日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、消毒や十分な距離の確保等
の必要な策を講じます。

※当日取材される方におかれましてもマスクの着用をお願いします。

○平成３０年度より「チェーン規制区間」を設定することができるようになり、四国内において

は、国道５６号鳥坂峠において区間設定をしました。豪雪時には、通行止めを行い集中的に除雪
と さ かとうげ

を行うこととしていますが、チェーン規制区間においては現場の状況により交通確保の観点から

チェーン装着車については、通行可能となりました。なお、現地の状況により、チェーン規制を

実施せずに通行止めを行う場合もあります。 【参考資料－３参照】

○平成２６年１１月２１日に災害対策基本法の改正法が施行されました。これにより、大規模災害

時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者に

よる放置車両の移動が可能となりました。【参考資料－４参照】

○平成２８年１月２４日～２５日の大雪では、愛媛県管理の国道３７８号において県からの要請を

受けて車両移動等の支援を行いました。【参考資料－５参照】

○大雪時に大規模な立ち往生車両の発生を防止するために、高速道路と並行する国道について、計

画的に同時通行止めを行う可能性があります。 【参考資料－６参照】

本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト【NO.１ 南海トラフ地震を始めとする大規
模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト】に該当します。

【問い合わせ先】（○：主な問い合わせ先）
国土交通省 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 ＴＥＬ０８９３－２４－５１８５（代表）

副 所 長 ( 道 路 ) 大 西 篤 （内線２０５）
おお にし あつし

○ 道 路 管 理 課 長 林 勝 幸 （内線４３１）
はやし ま さ ゆき
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◆訓練内容

　　（１）放置車両の現認および報告。

　　（２）所轄警察署と連携した通行止の実施。

　　（３）災害対策基本法に基づく区間指定の訓練。

　　（４）移動作業開始。

　　　　①立ち往生したトラックを、グレーダーにて移動。【道路維持工事受注者】

　　　　②ＪＡＦ作業車により立ち往生車両を道路の拡幅部まで移動する。【ＪＡＦ】

　　　　③パトロール車により牽引ロープで固定した状態で、車両簡易移動器具を利用し

　　　　　て、放置車両を道路の拡幅部まで人力で移動する。【大洲河川国道事務所】

　　（５）移動完了後、放置車両及び車両を放置していた場所に通知書を掲示。

　 　
　 　

　【昨年度の実施状況】　（実施日　R2.11.27）
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【訓練会場 イメージ】
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国道５６号
えひめけん せいよし うわちょう えひめけん おおずし きたただ

愛媛県西予市宇和町～愛媛県大洲市北只

Ｌ＝７．０ｋｍ



参考資料－４
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国道３７８号におけるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの支援状況

（愛媛県八幡浜市保内町）



高速道路と国道が同時通行止めとなる可能性があります。

○大雪時に大規模な立ち往生車両の発生を防止するために、高速道路と並行する国道について、計画的に同時通行
止めを行う可能性があります。

○大雪時は外出をお控えいただき、やむを得ず車で移動する際は、冬用タイヤの装着やチェーンの携行をしていただく
とともに、最新の道路・気象情報のご確認をお願いします。

予防的通行規制区間とは
国が管理する道路において、大雪時に急な上り坂で大型車が立ち往生しやすい場所等を選定し、集
中的・効率的に優先して除雪を行う区間をいいます。

チェーン規制区間とは
大雪特別警報等が発表され、冬用タイヤでの走行が困難な路面状況になった場合に、従来であれば
通行止めとなる状況において、タイヤチェーン装着車の走行を可能とする区間をいいます。

参考資料－６




